
保険料額（年額）

均等割額と
所得割額の合計 5万6435円

※世帯の所得に応じて
　軽減措置があります

※限度額66万円、10円未満
　切り捨て

※基礎控除額とは、合計所得金額が2400万円以下の場合43万円です。2400万円を超える場合は異なります。

= ＋

＋

※1　軽減対象所得金額は、基本的に総所得金額等と同額ですが、満65歳以上の人は、公的年金の場合、「公
的年金収入－公的年金等控除額－15万円」となるなど、例外があります。

※2　下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得または公的年金等に係る所得を
有する場合に適用されます。

●社会保険※の被扶養者であった人の軽減
　後期高齢者医療制度に加入する日の前日までに、社会保険※の被扶養者だった人の保険料は、制度加入後
から２年間に限り、均等割額の軽減措置（５割軽減）を受けることができます。また、所得割額はかかりません。
※社会保険には国民健康保険・国民健康保険組合は当てはまりません。

　災害や失業などにより保険料の納付が困難となった場合は、申請により減免を受けられる場合があります
ので、相談してください。

医療費の総額

病
院
な
ど
で
支
払
う

自
己
負
担
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この部分を被保険者の
皆さんで負担

総所得金額等－基礎控除額※ ×10.54％

保険料の減免

後期高齢者医療制度
　
７
月
中
旬
に
、
被
保
険
者
（
加
入
者
）

へ
令
和
５
年
度
の
保
険
料
の
お
知
ら
せ

（
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額
決
定
通
知

書
）
を
送
り
ま
す
。

保
険
料
は
、
世
帯
の
状
況
と
令
和
４
年

中
（
令
和
４
年
１
月
１
日
〜
12
月
31
日
）
の

所
得
金
額
に
よ
り
決
定
し
て
い
ま
す
。

　
県
内
ど
の
地
域
で
も
同
じ
基
準
で
算
定

さ
れ
、加
入
者
一
人
一
人
に
か
か
り
ま
す
。

※
令
和
５
年
４
月
１
日
時
点
の
世
帯
（
75

歳
に
な
る
人
、
県
外
か
ら
転
入
し
た
人

な
ど
は
、
そ
の
時
点
）
が
基
準
で
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
額

決
定
通
知
書
を
送
り
ま
す

被
保
険
者
証
（
保
険
証
）

７
月
下
旬
に
簡
易
書
留
で
郵
送
し
ま

す
。８
月
１
日
以
降
は
、新
し
い
保
険
証（
う

す
緑
色
・
来
年
７
月
31
日
ま
で
有
効
）
を

医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

長
期
不
在
な
ど
で
保
険
証
の
受
け
取

り
が
難
し
い
場
合
や
、
新
し
い
保
険
証

が
届
か
な
い
場
合
は
、
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

※
保
険
料
の
滞
納
が
あ
る
場
合
は
、
有
効

期
限
の
短
い
保
険
証
を
交
付
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

自
己
負
担
額
割
合

　
医
療
機
関
に
か
か
る
と
き
の
医
療
費
の

自
己
負
担
割
合
は
１
割
、
２
割
ま
た
は
３

割
で
す
。

毎
年
、
同
世
帯
の
被
保
険
者
の
前
年
中

の
所
得
を
も
と
に
８
月
か
ら
７
月
ま
で
の

１
年
間
の
自
己
負
担
割
合
を
判
定
し
ま
す
。

限
度
額
適
用
認
定
証

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

　
医
療
費
の
自
己
負
担
分
の
限
度
額
な
ど

均等割額（定額） 所得割額（所得に応じてかかる額）

保険料の軽減措置
●所得の低い人の軽減（均等割額の軽減）　世帯の所得状況に応じて、均等割額を軽減します。

同一世帯内の被保険者および世帯主の軽減対象所得金額※1の合計額

43万円（基礎控除額）＋10万円×（給与所得者等の数－１）※2以下

43万円（基礎控除額）＋29万円×被保険者数
＋10万円×（給与所得者等の数－１）※2以下

43万円（基礎控除額）＋53.5万円×被保険者数
＋10万円×（給与所得者等の数－１）※2以下

令和５年度
軽減割合 均等割額の年額

７割

５割

２割

1万6930円

2万8217円

4万5148円

総所得金額等 公的年金等収入－
公的年金等控除額

給与収入－
給与所得控除額

その他の収入－
必要経費= + +

を
証
明
す
る
も
の
で
、
現
在
使
用
中
の
認

定
証
の
有
効
期
限
は
、７
月
31
日
㈪
で
す
。

　
８
月
以
降
も
引
き
続
き
対
象
に
な
る
人

に
は
、
７
月
下
旬
に
新
し
い
認
定
証
を
送

り
ま
す
。

※
保
険
証
と
は
別
に
普
通
郵
便
で
郵
送
し

ま
す
。
手
続
き
は
不
要
で
す
。

●
限
度
額
適
用
認
定
証

　
負
担
割
合
が
３
割
で
、
所
得
が
一
定
額

未
満
の
人
が
対
象
で
、
医
療
費
の
自
己
負

担
が
限
度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。

●
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

　
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
が
対
象
で
、

医
療
費
の
自
己
負
担
が
限
度
額
ま
で
と
な

る
ほ
か
、
入
院
時
の
食
費
・
居
住
費
の
負

担
も
減
額
さ
れ
ま
す
。

※
現
在
認
定
証
を
持
た
ず
、
新
た
に
交
付

を
希
望
す
る
人
は
、
申
請
が
必
要
で

す
の
で
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
に
必
要
な
も
の
　

◇
保
険
証
な
ど
本
人
が
確
認
で
き
る

書
類

※
そ
の
他
、
収
入
額
な
ど
を
証
明
す
る
も

の
や
入
院
期
間
が
確
認
で
き
る
も
の
が

必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

国
保
年
金
課
医
療
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
４
７

と
が
あ
り
ま
す

７
月
に
保
険
証
を
送
り
ま
す
。

８
月
か
ら
新
し
い
保
険
証
に

変
わ
り
ま
す
。

令
和
５
年
春
開
始
接
種（
３・
４・５・
６
回
目
）

●
対
象
者
初
回
（
１
・
２
回
目
）
接
種
を
終

了
し
た
、
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
人

①
65
歳
以
上

②
基
礎
疾
患
が
あ
る
（
５
〜
64
歳
）

③
医
療
従
事
者
・
高
齢
者
施
設
等
従
事
者

※
②
③
で
接
種
券
が
必
要
な
人
は
、
接
種

券
発
行
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
接
種
期
間
　
８
月
末
ま
で

●
使
用
ワ
ク
チ
ン
　
フ
ァ
イ
ザ
ー
社
製
オ

ミ
ク
ロ
ン
株
対
応
ワ
ク
チ
ン

●
接
種
間
隔
　
前
回
接
種
か
ら
３
カ
月
以

上
空
け
て
接
種

●
接
種
場
所

◇
集
団
接
種
（
12
歳
以
上
）
す
こ
や
か

交
流
プ
ラ
ザ

※
接
種
券
が
手
元
に
届
い
て
か
ら
、
予
約
サ

イ
ト
ま
た
は
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
で
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

※
８
月
は
集
団
接
種
実
施
日
が
減
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
接
種
を
希
望
す
る
人

は
早
め
に
接
種
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
個
別
接
種
接
種
可
能
な
医
療
機
関
は
、

接
種
券
に
同
封
し
た
チ
ラ
シ
で
確
認
す
る

か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
新
型
コ
ロ

ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
で
最

新
情
報
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

初
回
（
１
・
２
回
目
）
接
種

●
使
用
ワ
ク
チ
ン
　
武
田
社
製
ワ
ク
チ
ン

（
ノ
バ
バ
ッ
ク
ス
）

●
接
種
場
所
　（
公
財
）
ふ
く
お
か
公
衆

衛
生
推
進
機
構
県
庁
内
ク
リ
ニ
ッ
ク

●
予
約
・
問
い
合
わ
せ

武
田
社
ワ
ク
チ
ン（
ノ
バ
バ
ッ
ク
ス
）

接
種
予
約
受
付
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

☎（
４
０
６
）９
１
１
１

※
実
施
日
な
ど
は
、
福
岡
県
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

６
月
20
日
時
点
の
情
報
で
す
。
国
の
動
向

に
よ
り
変
更
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先

新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

平
日
　
午
前
９
時
〜
午
後
７
時

土
日
祝
日
　
午
前
９
時
〜
午
後
５
時

☎（
５
８
０
）１
８
９
２

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種

集団接種実施日（７月分）

※南コミュニティセンターでの
　集団接種はありません。

すこやか交流
プラザ期日

１日㈯

７日㈮

15日㈯

22日㈯

30日㈰

10：00～12：45

14：00～17：45

10：00～12：45

10：00～12：45

10：00～12：45

接種券申請

予約サイト
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